
利用者
税務署

eLTAX
（地方税の電子総合窓口）

申告・納税 A市町村

B市町村

一括提出・納税が可能！

インターネット

税理士の方が代理人として利用することも可能です。
※別途、依頼人から代理行為の承認が必要です。

eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について
給与支払報告書は、前々年に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚（※）以上の場合、

eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

※令和9年1月1日以降の提出分については、義務化の対象基準が「30枚以上」に変更されます。

また、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。

※事前準備の費用や通信費がかかる場合があります

利用料
無料

一括
提出

郵送料
削減

一括
納税

※複数の地方公共団体・税務署に
給与支払報告書・源泉徴収票を提出できます

エルタックス
詳細はホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp をご覧ください バーコード読み取りでも

アクセス可能
検索


